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○旅客営業規則（平成17年7月1日首鉄運17 第25号）

旅客営業規則

平成17年７月１日

首鉄運17第25号

改正 平成26年４月１日首鉄運営25達第230号 平成27年３月２日首鉄運営26第264号

平成27年５月13日首鉄運営27第33号 平成28年３月28日首鉄運営27第304号

平成31年３月27日首鉄運旅30第184号

第１編 総則

（この規則の目的）

第１条 この規則は、首都圏新都市鉄道株式会社（以下「当社」という。）の旅客営業の運送及

びこれに附帯する入場券の発売（以下「旅客の運送等」という。）について合理的な取扱方を

定め、もって利用者の利便と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条 当社線による旅客の運送等については、別に当社が公告する場合を除いて、この規則を

適用する。

（用語の意義）

第３条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。

(１) 「当社線」とは、首都圏新都市鉄道株式会社の経営する鉄道をいう。

(２) 「駅」とは、旅客が乗降するため使用する場所をいう。

(３) 「列車」とは、旅客の運送を行う電車をいう。

(４) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場するこ

とをいう。

(５) 「乗車券」とは、当社と旅客との運送契約に基づいて当社が旅客運賃と引換えに旅客に

交付する証票をいう。

（運賃前払いの原則）

第４条 旅客の運送等の契約の申込みを行おうとする場合は、旅客等は、現金をもって所定の運

賃・料金等を提供するものとする。ただし、当社において、特に認めた場合は、後払いとする

ことができる。

２ 旅客等は前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃・団体旅客運賃及び貸切旅客運賃について

は、当社において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書を

もって支払うことができる。

３ 当社において共通利用が可能なストアードフェアーシステム対応のカード（以下「共通乗車

カード」という。）を所持する旅客については、別に定めるＴＸカード取扱基準の定めるとこ

ろによる。

４ 第１項の規定にかかわらず、定期旅客運賃については、当社において特に認めたクレジット

カードをもって支払うことができる。

（契約の成立時期及び適用規定）

第５条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等

が所定の運賃を支払い、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。

２ 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、す

べてその契約の成立した時の規定によるものとする。

（旅客の運送等の制限又は停止）

第６条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又

は停止をすることがある。

(１) 乗車券及び入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は停止

(２) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限

(３) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込列車の制限

２ 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

（運行不能の場合の取扱方）
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第７条 列車の運行が不能になった場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなけ

ればならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各

号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することが

ある。

(１) 不通区間については、任意に旅行する。

(２) 不通区間に対する旅客運賃の払戻しの請求をしない。

２ 列車の運行が不能となった場合であっても、当社において他の鉄道・自動車等の運輸機関の

利用又はその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不

通区間は開通しているものとみなして、旅客の取扱いをする。

（キロ程のは（・）数計算方）

第８条 キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合は１キロメートル未満のは（・）数は、１キ

ロメートルに切り上げる。

（期間の計算方）

第９条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、１日として計算する。

（乗車券等に対する証明）

第10条 当社において、乗車券等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該

証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。

（旅客等の提出する書類）

第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が当社に提出する書類は、黒のインク又はボール

ペンをもって記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。

２ 旅客等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に相当

の証印を押すものとする。

（認定学校の定義）

第12条 この規則において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校で当社から認

定を受けたもの及び学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規定による学校をいう。

(１) 学校教育法第１条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が１年以上で、かつ１年

の授業時間数が700時間以上のもの。

(２) 私立学校法第２条第２項の規定による私立学校及び同法によらない学校で、設立後１年

以上経過し、修業期間が１年以上で、かつ１年の授業時間が700時間以上のもの。

２ 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から定められた申請書を提出しなければな

らない。またその申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は直ちにこれを届けなけれ

ばならない。

３ 東日本旅客鉄道株式会社制定の学校及び救護施設指定取扱規則（昭和62年４月公告第６号）

第２条において規定する学校においては、当社における認定学校とみなす。

第２編 旅客営業

第１章 通則

（乗車券の購入及び所持）

第13条 列車に乗車する旅客は、有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、係員の承諾を受けて乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、着

駅にて取扱うものとする。

（キロ程）

第14条 旅客運賃の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定める場合は、別に定

める場合を除き営業キロ程による。

第２章 乗車券類の発売

第１節 通則

（乗車券の種類）

第15条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(１) 普通乗車券

ア 片道乗車券

イ 往復乗車券
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(２) 定期乗車券

ア 通勤定期乗車券

イ 通学定期乗車券

(３) 回数乗車券

ア 普通回数乗車券

イ 時差回数乗車券

ウ 土・休日割引回数乗車券

エ 通学用割引回数乗車券

(４) 団体乗車券

(５) 貸切乗車券

（乗車券の発売箇所及び発売方法）

第16条 乗車券は、駅において係員又は乗車券発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外

の乗車券は、当社の指定した駅において発売する。

２ 乗車券は、前項に規定するほか当社が臨時に設置した乗車券臨時発売所又は乗車券の発売を

委託した箇所において発売する。

（乗車券の発売範囲）

第17条 駅において発売する乗車券は、その駅から有効となるものに限って発売する。ただし、

次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券を発売することがある。

(１) 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合

(２) その他運輸部長が認めた場合

（乗車券の発売日）

第18条 乗車券は発売当日有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券は当該

各号に定めるところによって発売する。

(１) 定期乗車券

有効期間の開始日の14日前から発売する。

(２) 団体乗車券及び貸切乗車券

運送引受後であって、旅客始発駅出発日の１箇月前から発売する。

（乗車券の発売時間）

第19条 駅における乗車券の発売時間は、別に定める時間を除き、その駅に発着する始発列車の

乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券又は貸切乗車券については、

その発売時間を別に定めることがある。

（臨時割引乗車券の発売）

第20条 当社が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて割引乗車券を発売する

ことがある。

２ 前項の規定によって割引乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売

駅・発売区間・発売期間等をその都度関係の駅に掲示する。

（払戻し等について特約をした乗車券の発売）

第21条 当社が、業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃の払戻し、乗車変更の取扱いについ

て、特別の約束をして乗車券を発売することがある。

（乗車後における割引乗車券の発売制限）

第22条 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、乗車後においては発売しない。

（割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い）

第23条 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若し

くは通学証明書又は第83条第１項に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を使用資格者

が不正使用し、又は、使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対してこれ

らの乗車券の発売を停止することがある。

（割引証が無効になる場合及びこれを使用できない場合）

第24条 旅客運賃割引証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。

(１) 記載事項が不明となったものを使用したとき。
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(２) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。

(３) 有効期間を経過したものを使用したとき。

(４) 有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。

(５) 記名人以外の者が使用したとき。

２ 旅客運賃割引証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用することができない。

(１) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が

必要な箇所に押印していないもの。

(２) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。

第２節 普通乗車券の発売

（普通乗車券の発売）

第25条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。

(１) 片道乗車券

旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道１回乗車（以下「片道乗車」という。）

する場合に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合を除く。

(２) 往復乗車券

旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復１回乗車（以下「往復乗車」

という。）する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間・経路又は旅客運賃が異なるも

のを除く。

（被救護者割引普通乗車券の発売）

第26条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合であって、当社が認定した施設に救護又は保

護される者（以下「被救護者」という。）が旅行する場合で、次条の規定による被救護者旅客

運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証１枚について１人１回に限り、片道又は往

復の割引普通乗車券を発売する。

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条に規定する児童相談所付設の一時保護所並

びに同法第41条、第42条、第43条の２、第43条の３及び第44条に規定する児童養護施設、知

的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び児童自立支援施設

(２) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条に規定する保護施設。ただし、授産施設を

除く。

(３) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条に規定する救護施設・施療施設及び宿泊提供

施設で前号以外のもの。

(４) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定する老人福祉施設。ただし、老

人デイサービスセンター及び老人福祉センターを除く。

(５) 少年院法（昭和23年法律第169号）第１条に規定する少年院及び同法第16条に規定する

少年鑑別所。

(６) 更生保護法（平成19年法律第88号）第29条に規定する保護観察所。

２ 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のため、又は逃亡のおそれがあるため、これに付添人を

つける場合には、被救護者１人について付添人１人を限って当該被救護者の乗車区間と同一の

区間の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

３ 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が片道乗車

券を購入する場合であっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。

４ 東日本旅客鉄道株式会社制定の学校及び救護施設指定取扱規則（昭和62年４月公告第６号）

第21条に規定する施設は、当社が認定した施設とみなす。

（被救護者割引証）

第27条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、その保護又は救護

を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番

号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・有効期限・

発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印

の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

２ 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から１箇月間とする。

３ 被救護者旅客運賃割引証の様式は、様式第１号のとおりとする。
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第３節 定期乗車券の発売

（通勤定期乗車券の発売）

第28条 旅客が、区間・経路を同じくして乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を

記入して提出したときは、１箇月、３箇月、６箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。ただし、

乗車券自動発売機（以下「券売機」という。）においては、購入画面に必要事項を入力するこ

とによりこれに代えるものとする。

２ 定期乗車券購入申込書の様式は様式第２号のとおりとする。

（通学定期乗車券の発売）

第29条 認定学校（放送大学学園法（平成14年法律第156号）第３条の規定により設置された大

学を除く。以下同じ。）の学生・生徒・児童又は幼児が、通学のため区間及び経路を同じくし

て順路によって乗車する場合で、その在籍する認定学校の代表者において、必要事項を記入し

て発行した通学証明書を提出したとき、又は第83条第１項に規定する通学定期乗車券購入兼用

の証明書を呈示し、かつ定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の

居住地もより駅と在籍認定学校もより駅との相互間について１箇月、３箇月又は６箇月の通学

定期乗車券を発売する。ただし、当該通学定期乗車券を発売した年度内に限り、新たに通学定

期乗車券を券売機により発売する場合は通学証明書の提出、身分証明書の提示及び定期乗車券

購入申込書の提出を、券売機以外で発売する場合は通学証明書の提出及び身分証明書の呈示を

必要としない。

２ 通学証明書の有効期間は発行の日から１箇月間とする。

３ 認定学校の学生・生徒若しくは児童が実習場等まで乗車する場合で、当社が必要と認めると

きは、第１項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

４ 通学証明書の様式は、様式第３号のとおりとする。

（定期乗車券の一括発売）

第30条 前２条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一

括して発売することがある。

２ 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必

要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には（・）数と

なる日数を付加して発売することがある。

第４節 回数乗車券の発売

（普通回数乗車券の発売）

第31条 同一区間を乗車する旅客に対して、11券片の普通回数乗車券を発売する。

２ 前項の規定によって普通回数乗車券を発売する場合、１券片の区間は、片道乗車券を発売で

きるものに限るものとする。

（時差回数乗車券の発売）

第32条 同一区間を乗車する旅客（小児を除く。）が平日の10時から16時までの間と、土曜日、

日曜日、国民の祝日・休日、12月30日、12月31日、１月２日及び１月３日に乗車する場合は、

12券片の時差回数乗車券を発売する。

（土・休日割引回数乗車券の発売）

第33条 同一区間を乗車する旅客（小児を除く。）が、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、12

月30日、12月31日、１月２日及び１月３日に乗車する場合は、14券片の土・休日割引回数乗車

券を発売する。

（通学用割引回数乗車券の発売）

第34条 認定学校のうち次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生・生徒が、面接授業

又は試験のため、区間を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する認定学校の代

表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該認定学校の

もより駅までの区間について通学用割引回数乗車券を発売する。

(１) 放送大学学園法第３条の規定により設置された大学の学生

(２) 通信教育を行う高等学校の生徒

２ 前項の規定により提出する旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から１箇月間とする。

３ 旅客運賃割引証の様式は、様式第４号のとおりとする。
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第５節 団体乗車券の発売

（団体乗車券の発売）

第35条 一団となった旅客全員が、発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行

する場合であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当社が団体として運送の引受けをし

たものに対しては団体乗車券を発売する。

(１) 学生団体

ア 次のいずれかに該当する学校等の学生等が25人以上とその付添い人、当該学校等の教職

員（嘱託している医師及び看護士を含む。以下同じ。）又はこれと同行する旅行業者とに

よって構成された団体で当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法

（昭和29年法律第143号）第２条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したも

のの生徒又は児童の場合はその人員が25人未満のときであっても、この取扱いをする。

(ア) 認定学校の学生（放送大学の学生は除く）・生徒・児童又は幼児。

(イ) 児童福祉法第39条に規定する保育所及び同法第39条の２に規定する幼保連携型認

定こども園（以下「保育所等」という。）の児童。

イ アの付添人は大人とし当該団体を構成する旅客が次のいずれかに該当する場合に限る

ものとし、その人員はその旅客１人につき１人とする。

(ア) 幼稚園の幼児、保育所等の児童又は小学校第３学年以下の児童であるとき。

(イ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めたとき。

ウ アの旅行業者は当該団体を構成する人員（旅行業者を含む。）が100人までごとに１人

とする。

(２) 普通団体

前号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任ある代表者が引率するもの。

（団体旅客運送の申込み）

第36条 前条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめその人員・行程・

乗車すべき列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団

体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、当社において特に認める場合は、団体旅客運

送申込書の提出を省略することがある。

２ 前項の規定による場合の申込者は、次のとおりとする。

(１) 学生団体

教育長又は学校長（保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。）。ただし、数

校連合の場合で学校長が申込むときは、各学校連名とし、代表学校長名を明示するものとす

る。

(２) 普通団体

代表者又は旅行業者。

３ 前項第１号の場合で数校連合が団体旅客としての取扱いを希望するときは、団体旅客運送申

込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、その記事欄に関係学校別の人員を明

示するものとする。

４ 団体旅客運送申込書の様式は、様式第５号のとおりとする。

（団体旅客運送の予約）

第37条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合で、当社において運輸上

支障がないと認めたときは、当該団体旅客運送の引受けをする。

２ 前項の規定により、団体運送の引受けをしたときは、その申込者に団体旅客運送引受書を交

付する。

３ 前項の規定にかかわらず、前条の規定によって提出した団体旅客運送申込書に引受けをした

旨を記載し、団体旅客運送引受書に代えることがある。ただし、同条第１項の規定によって団

体旅客運送申込書の提出を省略した団体にあっては、口頭によって運送を引受けた旨通知する。

４ 前項の規定によって、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車

券購入の際、これを呈示しなければならない。

５ 前項の団体旅客運送引受書の様式は、様式第６号のとおりとする。

（団体旅客申込人員等の変更）
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第38条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、当社にお

いて運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。

（一部区間不乗の団体乗車券の発売）

第39条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、当社において特に承諾した場合は、

当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は団体旅客運送申込の

際にその区間を明示するものとする。

第６節 貸切乗車券の発売

（貸切乗車券の発売）

第40条 貸切乗車券は、列車を単位として貸し切る旅客に発売する。

（貸切旅客運送の申込み）

第41条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員行程その

他運送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込みを

行うものとする。

２ 貸切旅客運送申込書は、第36条第４項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「貸

切」と訂正して使用する。

（貸切旅客運送の予約）

第42条 旅客から前条の規定による貸切旅客運送の申込みを受けた場合で、当社において運輸上

支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受けをする。

２ 前項の規定により貸切旅客運送の引受けをしたときは、その申込人に、第37条第２項に規定

する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正するほか、貸切旅客運送の引受け

に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送引受書を交付する。ただし、貸切旅客運送申込

書に引受けた旨を記載し、その交付に代えることがある。

第３章 旅客運賃

第１節 通則

（旅客運賃の種類）

第43条 旅客運賃の種類は、乗車券の種類に応じて次に定めるとおりとする。

(１) 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃（10円単位運賃）

往復普通旅客運賃（10円単位運賃）

ＩＣ普通旅客運賃（１円単位運賃）

(２) 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃

通学定期旅客運賃

(３) 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃

時差回数旅客運賃

土・休日割引回数旅客運賃

通学用割引回数旅客運賃

(４) 団体旅客運賃

(５) 貸切旅客運賃

（旅客運賃計算上の経路等）

第44条 旅客運賃は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。

（旅客運賃計算上のキロ程の計算方）

第45条 キロ程を使用して旅客運賃を計算する場合は、当社の路線が同一方向に連続する場合に

限り、これを通算する。

２ 前項の規定により旅客運賃を計算する場合、計算経路の一部又は全部が復乗となるときは折

返しとなる駅においてキロ程を打ち切って各別に計算する。

（消費税等課税の運賃）

第46条 この規則に規定する運賃については、消費税法（昭和63年法律第108号）の定めによる

消費税相当額及び地方税法（昭和25年法律第226号）の定めによる地方消費税相当額を含んだ

額とする。

（旅客の区分及びその旅客運賃）
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第47条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の区分によって、この規則に定めるところにより、その

旅客運賃を収受する。

大人 12歳以上の者

小児 ６歳以上12歳未満の者

幼児 １歳以上６歳未満の者

乳児 １歳未満の者

２ 前項の規定による幼児であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを小児とみ

なし、旅客運賃を収受する。

(１) 幼児が幼児だけで旅行するとき。

(２) 幼児が乗車券を所持する６歳以上の旅客（団体旅客を除く。）に２人を超えて随伴され

て旅行するとき。ただし、２人を超えた者だけ小児とみなす。

(３) 幼児が団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。

３ 前項の場合のほか、幼児に対しては旅客運賃を収受しない。

（小児の旅客運賃）

第48条 小児の片道普通旅客運賃（10円単位運賃）、定期旅客運賃は次条に規定する場合を除い

て、大人の片道普通旅客運賃（10円単位運賃）、定期旅客運賃をそれぞれ折半し、10円未満の

は（・）数を切り上げ10円単位とした額（以下この方法を「は（・）数計算」という。）とす

る。

２ 小児のＩＣ普通旅客運賃（１円単位運賃）は次条に規定する場合を除いて、大人の片道ＩＣ

旅客運賃（１円単位運賃）を折半し、１円未満のは（・）数を切り捨て１円単位とした額とす

る。

（割引の旅客運賃）

第49条 割引の旅客運賃は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃又は小児の無割引

の旅客運賃から割引額を差し引いて、は（・）数計算した額とする。

（臨時特殊割引）

第50条 第20条の規定により割引乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定

める。

（旅客運賃割引の重複適用の禁止）

第51条 旅客は、旅客運賃について２以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券

について重複して旅客運賃の割引を請求することができない。

第２節 普通旅客運賃

（大人片道普通旅客運賃・大人片道ＩＣ普通旅客運賃）

第52条 大人片道普通旅客運賃（10円単位運賃）・大人片道ＩＣ普通旅客運賃（１円単位運賃）

は発着区間のキロ程に従って区分し、次のとおりとする。（別表第１号参照）。

イ 大人片道普通旅客運賃（10円単位運賃）

３キロメートルまで 170円

３キロメートルを超え13キロメートルまでの部分 ２キロメートルまでを

増すごとに40円加算

13キロメートルを超え33キロメートルまで ３キロメートルまでを

増すごとに50円加算

33キロメートルを超え36キロメートルまでの部分 780円

36キロメートルを超え54キロメートルまで ３キロメートルまでを

増すごとに50円加算

54キロメートルを超え57キロメートルまでの部分 1140円

57キロメートルを超え59キロメートルまでの部分 1190円

ロ 大人片道ＩＣ普通旅客運賃（１円単位運賃）

３キロメートルまで 165円

３キロメートルを超え15キロメートルまでの部分 ２キロメートルまでを

増すごとに41円加算
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15キロメートルを超え21キロメートルまで ２キロメートルまでを

増すごとに52円加算

21キロメートルを超え24キロメートルまでの部分 565円

24キロメートルを超え30キロメートルまで ２キロメートルまでを

増すごとに52円加算

30キロメートルを超え33キロメートルまでの部分 720円

33キロメートルを超え36キロメートルまでの部分 772円

36キロメートルを超え39キロメートルまでの部分 822円

39キロメートルを超え45キロメートルまで ３キロメートルまでを

増すごとに52円加算

45キロメートルを超え48キロメートルまでの部分 977円

48キロメートルを超え51キロメートルまでの部分 1029円

51キロメートルを超え57キロメートルまで ３キロメートルまでを

増すごとに51円加算

57キロメートルを超え59キロメートルまでの部分 1183円

（往復乗車の場合の普通旅客運賃）

第53条 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を２倍した額とする。

２ 往復乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、割引の片道普通旅客運賃を２倍した額とする。

（被救護者割引）

第54条 第26条の規定により被救護者又は、その付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合

は、その区間について普通旅客運賃の５割を割引する。

第３節 定期旅客運賃

（大人定期旅客運賃）

第55条 大人定期旅客運賃は次のとおりとする。

(１) 大人通勤定期旅客運賃 別表第２号に定める額

(２) 大人通学定期旅客運賃 別表第３号に定める額

第４節 回数旅客運賃

（回数旅客運賃）

第56条 回数旅客運賃は次のとおりとする。

(１) 大人の普通回数旅客運賃、時差回数旅客運賃、土・休日割引回数旅客運賃は、その区間

の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(２) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

（通学用割引回数旅客運賃）

第57条 第34条の規定により通学用割引回数乗車券を発売する場合、次の各号の定めるところに

よって回数旅客運賃の割引を行う。

(１) 第34条第１項第１号に規定する学生に対しては、大人普通回数旅客運賃について ２割

引

(２) 第34条第１項第２号に規定する生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃について ５割

引

第５節 団体旅客運賃

（団体旅客運賃）

第58条 第35条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号により普通旅客運賃の割

引を行う。

(１) 学生団体

人員 25人以上 100人以上

割引率 ２割 ３割

(２) 普通団体
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人員 25人以上 100人以上

割引率 １割 ２割

(３) 前項の団体旅客に対し、次のとおり無賃の取扱いをする。

団体種別 団体構成人員 無賃扱人員

学生団体
26人以上99人まで うち１人

100人以上 100人までを増すごとに１名を加える。

普通団体
25人以上99人まで うち１人

100人以上 100人までを増すごとに１名を加える。

（団体旅客運賃の計算方）

第59条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。

(１) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する１人当たり大人普通旅客運賃から割引額を

差引いた額をは（・）数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

(２) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する１人当たり小児普通旅客運賃から割引額を

差引いた額をは（・）数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

(３) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前２号の規定によ

って算出した額を合計したものとする。

（団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算）

第60条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第45条の規定によるほか、次のとおり

とする。

(１) 旅客が、第39条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその

不乗区間のキロ程を通算する。

(２) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。

２ 途中下車する団体旅客に対しては、当該下車駅をもって前後のキロ程を打ち切って団体旅客

運賃を計算する。

第６節 貸切旅客運賃

（貸切旅客運賃）

第61条 第40条の規定によって列車を貸切とする場合には、その車両の定員に相当する大人普通

旅客運賃を収受する。

（貸切旅客運賃の最低額）

第62条 前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が30キロ

メートル分の旅客運賃に満たないときであっても、同条の規定によって計算した30キロメート

ル分の旅客運賃とする。

（貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃）

第63条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過するときは、実際乗車人員に対し

て大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規

定を準用する。

（貸切旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算）

第64条 第60条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。

第７節 その他の料金

（車両の留置料金）

第65条 第40条の規定によって客車を貸切とする旅客の申し出によって、その車両を指定して同

一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が６時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅

に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに６時間を超えると

きは、その超過時間について、次により留置料金を収受する。

電車 １両につき２時間までごとに 1,890円

（貸切扱い取消しの場合の回送料）

第66条 貸切旅客に対して使用する客車は、その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合

によってその申込みを取り消した場合で、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次
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に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切って各

別に計算する。

電車 １両、１キロメートルにつき 230円

第４章 乗車券の効力

第１節 通則

（乗車券の使用条件）

第67条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、１券片をもって１人が１回に限り、その券

面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期乗車券については、その使用回数を

制限しない。

２ 同一旅客が同一区間に対して有効な２枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、当該乗車に

ついては、その１枚のみを使用することができる。

３ 乗車券は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

（乗車券の効力の特例）

第68条 乗車券は次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず使用することができる。

(１) 大人用の乗車券を小児が使用して乗車する場合。

(２) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合。

（券面表示事項が不明となった乗車券）

第69条 乗車券はその券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。

２ 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅（団体乗車券、及び第34

条の規定により発売する通学用割引回数乗車券にあっては発行駅、その他の乗車券にあっては

当社が指定する駅）に差出して書換えを請求することができる。

３ 前項の規定により旅客から書換えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、か

つ、不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券と引換えに再交付の取扱いをする。

４ 前３項の規定は、券面表示事項又は様式の整っていない乗車券について準用する。

（不乗区間に対する取扱い）

第70条 旅客は、第68条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を

開始した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。

（有効期間の起算日）

第71条 乗車券の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車

券を発売した当日から起算する。

（小児用乗車券の効力の特例）

第72条 小児用の乗車券は、その有効期間中に使用旅客の年齢が12歳に達した場合であっても、

第67条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

（乗車券不正使用未遂の場合の取扱方）

第73条 旅客が当該乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効とし

て回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証

明ができる場合は、この限りでない。

第２節 乗車券の効力

（有効期間）

第74条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。

(１) 普通乗車券

ア 片道乗車券 １日

イ 往復乗車券 ２日

(２) 定期乗車券 １箇月、３箇月、６箇月とする。

(３) 回数乗車券 普通回数乗車券、時差回数乗車券、土・休日割引回数乗車券は、３箇月と

する。ただし、第34条第１項第２号に定める通学用割引回数乗車券にあっては６箇月とする。

(４) 団体乗車券 その都度定める。

(５) 貸切乗車券 その都度定める。

（継続乗車）

第75条 入場後に有効期間・有効時間を経過した使用当該乗車券は、途中下車しないでそのまま
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旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第67条の規定にかかわらず、

これを使用することができる。

（途中下車の禁止）

第76条 旅客は旅行開始後、その所持する乗車券（定期乗車券を除く。）によって、その券面に

表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗継いで旅行するこ

とができない。ただし、当社が特に途中下車できる駅を指定した場合を除く。

（普通回数乗車券の同時使用）

第77条 大人用の回数乗車券を、小児が乗車区間を同じくして同時に使用する場合は、第67条の

規定にかかわらず、１券片をもって小児２人が乗車することができる。

（通学用割引回数乗車券の効力）

第78条 通学用割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用

することができない。

２ 第34条の規定により旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記載されて

いる学生・生徒が、その在籍する認定学校又は代表者の発行した第83条所定の証明書を携帯す

る場合に限って使用することができる。

（改氏名の場合の定期乗車券の書換え）

第79条 定期乗車券の使用者が氏名を改めた場合は、これを当社が指定する駅に差出してその氏

名の書換えを請求しなければならない。

（乗車券が前途無効となる場合）

第80条 乗車券（往復乗車券・回数乗車券については、その使用する券片）は、次の各号のいず

れかに該当する場合は、その後の乗車について無効として回収する。

(１) 旅客が途中下車できない乗車券で下車したとき。

(２) 旅客が第155条、第156条又は第157条の取扱いを受けたとき。

(３) 鉄道営業法（明治33年法律第65号）第42条の規定によって、車外に退去させられたとき。

（定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合）

第81条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収す

る。

(１) 旅客運賃割引証と引換えに購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用し

たとき。

(２) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。

(３) 第24条第１項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したと

き。

(４) 資格等を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。

(５) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。

(６) 区間の連続していない２枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回

数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

(７) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

(８) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客がこれを携帯していないとき。

(９) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第75条に規定する場合を除く。

(10) 係員の承諾を得ないで乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第72条に規定する場合を除く。

(12) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。

(13) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

２ 前項の規定は、偽造（擬装を含む。以下同じ。）した乗車券を使用して乗車した場合に準用

する。

（定期乗車券が無効となる場合）

第82条 定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。

(１) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(２) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。

(３) 使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したと
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き。

(４) 券面表示事項をぬり消し又は改変して使用したとき。

(５) 区間の連続していない２枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間

と区間との間を乗車したとき。

(６) 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面

に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

(７) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。

(８) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。

(９) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。

(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が次条に規定する証明書を携帯していないとき。

(11) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(12) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

２ 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

（通学定期乗車券の効力）

第83条 通学定期乗車券は、その通学する認定学校の代表者の発行した様式第７号による証明書

を携帯する場合に限って有効とする。

２ 認定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で前項に規定する様式に準ずる

ものは、同項の証明書に代用することができる。

（被救護者割引乗車券の効力）

第84条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されてい

る被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した様式第８号による旅行証明書を携帯す

る場合に限って使用することができる。

２ 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から１箇月間とする。

３ 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用普通乗車券（付添人だけ往復として購

入した往復乗車券の復券を除く。）は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用するこ

とができる。

第５章 乗車券の様式

第１節 通則

（乗車券の表示事項）

第85条 乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(１) 旅客運賃

(２) 有効区間

(３) 有効期間

(４) 発売日付

(５) 発売箇所名

２ 次の各号に掲げる乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。

(１) 臨時に発売する乗車券

(２) その他特殊の乗車券

（この章に規定する乗車券の様式の変更又は補足等）

第86条 この章において規定する乗車券の様式は印刷上の形式であって、それぞれの乗車券は、

相当の事項を印刷するとともに、発売する際に不足する事項又は印刷する事項を記入式とした

事項等については、印章を押し記載する等の方法によって補うものとする。

２ 乗車券の様式は、必要によって、次の各号に定めるところにより変更することがある。

(１) 前条第１項に規定する表示事項

ア 表示事項の一部の裏面表示

イ 表示事項の配列の変更

(２) 前号以外の様式

ア 乗車券の寸法の変更

イ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更

ウ 表示事項の一部の省略又は追加
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３ 小児用の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷す

る。

(１) 小児用の乗車券類 「小」

(２) 学生用の乗車券「学」又は「学小」

（字模様の印刷）

第87条 この章に規定する乗車券は、別に定める場合を除いて、券面に様式第９号の字模様を印

刷する。

（乗車券の駅名等の表示方）

第88条 乗車券の駅名及び旅客運賃の表示方は、次のとおりとする。

(１) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。

(２) 普通乗車券にあっては、発駅名は乗車駅名を持って表示し、着駅名を「何円区間」の例

により金額を持って表示する。

(３) 団体乗車券又は貸切乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。

（旅客運賃の割引等に対する表示）

第89条 旅客運賃の割引等を行う乗車券には、その証として関係券片の表面に、ゴム印の押なつ

等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券については、

これと異なる表示をし、又はこの表示を省略することがある。

(１) 旅客運賃を割引するもの

ア 第54条の規定による被救護者割引

イ 第50条の規定による臨時特殊割引

ウ 第57条の規定による通学用回数乗車券割引

(２) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの

ア 大人用の乗車券を小児用に代用するもの

イ 乗車券発売機用の乗車券を小児用とするもの

(３) 旅客運賃を後払いとするもの

(４) 再交付するもの

(５) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期

間の開始日前から有効とさせるもの

(６) 期間を調整する定期乗車券

(７) 一括発行の定期乗車券

(８) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの

又は「証第 号」

(９) クレジットカードにより定期旅客運賃を収受したとき

又はクレジット

第２節 普通乗車券の様式

（普通乗車券の様式）

第90条 片道乗車券及び往復乗車券の様式は、様式第10号のとおりとする。

第３節 定期乗車券の様式

（定期乗車券の様式）

第91条 定期乗車券の様式は、様式第11号のとおりとする。

第４節 回数乗車券の様式

（回数乗車券の様式）

第92条 回数乗車券の様式は、様式第12号のとおりとする。

第５節 団体乗車券の様式

（団体乗車券の様式）

第93条 団体乗車券の様式は、様式第13号のとおりとする。

第６節 貸切乗車券の様式

（貸切乗車券の様式）

第94条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正した

ものとする。
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第７節 特別補充券の様式

（特別補充券の発行）

第95条 特別補充券はこの章の第１節及び第２節に規定する乗車券として発行する。

２ 特別補充券は、一般用（出札補充券、改札補充券）とする。

（一般用特別補充券の様式）

第96条 一般用特別補充券の様式は、様式第14号のとおりとする。

第６章 乗車券の改札及び引渡し

第１節 通則

（乗車券の改札）

第97条 旅客は、旅行を開始するとき又は旅行を終了したときは、所定の乗車券を所持し自動改

札機又は係員により改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。

２ 前項の規定によるほか、旅客は係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改

札を受けなければならない。当該乗車券の使用が証明書の携帯を必要とするものであるときの

証明書等についてもまた同様とする。

（乗車券の引渡し）

第98条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券

を使用する資格を失った場合は、当該乗車券を係員に引渡すものとする。

第２節 乗車券の改札及び引渡し

（普通乗車券の改札及び引渡し）

第99条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際又は乗り継ぎをするときは、当該乗車

券を自動改札機又は係員に呈示して改札を受けるものとする。

２ 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際は、当該乗車券を自動改札機による集札又

は係員に引渡すものとする。

（定期乗車券の改札及び引渡し）

第100条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車

券を自動改札機又は係員による改札を受けるものとする。

２ 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちにこれを係員に

引渡すものとする。

（回数乗車券の改札及び引渡し）

第101条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を自動改札機又は係

員による改札を受け、旅行を終了した際は、当該乗車券を自動改札機による集札又は係員に引

渡すものとする。

（団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し）

第102条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下

車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。

２ 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、

その所持する乗車券を係員に引渡すものとする。

３ 団体乗車券（団体分乗券）を使用する団体旅客の改札及び引渡しについては第97条及び第98

条の規定に準じる。

第７章 乗車変更等の取扱い

第１節 通則

（乗車変更等の取扱箇所）

第103条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは駅において行う。ただし、旅客運賃の払戻

しは、旅行中止駅等所定の駅に限って取扱う。

（払戻し請求権行使の期限）

第104条 旅客は、旅客運賃について払戻しの請求をすることができる場合であっても、当該乗

車券が発行の日の翌日から起算して１箇年を経過したときは、これを請求することができない。

（乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受又は払戻しをする場合の既収額）

第105条 乗車変更の取扱いをした乗車券について、旅客運賃の収受又は払戻しをする場合は、

旅客が現に所持する乗車券を発駅で購入した場合の旅客運賃を収受しているものとして収受
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又は払戻しの計算をする。ただし、払戻しの場合は、旅客が実際に支払った旅客運賃の額を限

度として取扱う。

第２節 乗車変更等の取扱い

第１款 通則

（乗車変更の種類）

第106条 旅客が、その乗車券に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に、

当社が取扱う変更（この変更を「乗車変更」という。）の種類は、次のとおりとする。

(１) 当該乗車券による旅行開始前に申し出があった場合

乗車券変更

(２) 当該乗車券による旅行開始後に申し出があった場合

ア 区間変更

イ 団体乗車券変更

（乗車変更の取扱範囲）

第107条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。

２ 前項の場合において、区間変更については、非変更区間と変更区間とを通じた、経路の一部

若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取扱いをしない。

（割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限）

第108条 区間、経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限を

超える乗車変更の取扱いはしない。

（継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止）

第109条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱

いをしない。

（乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間）

第110条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間か

ら既に経過した日数（取扱当日は含めない。）を差し引いた残日数とする。

（別途乗車）

第111条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が乗車変更の取扱

いについて制限のあるもの又は旅客運賃の計算打切り等によって旅客の希望するとおり変更

の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間又は種類について、別途乗車

としてその区間に対する相当の旅客運賃を収受して取扱う。

第２款 旅行開始前の乗車変更の取扱い

（乗車券変更）

第112条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始前にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を

受け、１回に限って、その乗車券から同種類の他の乗車券に変更（この変更を「乗車券変更」

という。）することができる。

２ 原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と変更する乗車券に対する旅客運賃とを比較し不

足額は収受し、過剰額は払戻しをする。

第３款 旅行開始後の乗車変更の取扱い

（区間変更）

第113条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始後あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受

け、その普通乗車券に表示された着駅・キロ程について次の各号に定める変更（この変更を「区

間変更」という。）をすることができる。

(１) 着駅又はキロ程を、その着駅を越えた駅又はそのキロ程を超えたキロ程への変更

(２) 着駅を、その着駅と異なる方向の駅への変更

２ 前項により区間変更する場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の

乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払戻しを

しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対して

適用のものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率

による割引の普通旅客運賃によって計算する。

（団体乗車券変更）
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第114条 団体乗車券を所持する旅客は、旅行開始後あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受

け、１回に限って区間変更又は乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、

輸送上支障がない場合に限って取扱う。

２ 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員に対して、次の各号に定めるとこ

ろにより計算した旅客運賃を収受する。この場合の旅客運賃については、無割引の普通旅客運

賃によって計算する。

(１) 区間変更の取扱いをする場合

団体乗車券の券面区間以外の区間に対して別に普通旅客運賃を収受する。

(２) 乗車列車の変更の取扱いをする場合

乗車区間に変更のないときは、収受しない。

第３節 旅客の特殊取扱い

第１款 通則

（旅客運賃払戻しに伴う割引証等の返還）

第115条 旅客は割引証等を提出して購入した乗車券について、払戻しの取扱いを受けた場合は、

既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

（乗車変更等の手数料の払戻し）

第116条 旅客は、当社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払戻しを請求することができな

い。

（旅客運賃の払戻しをしない場合）

第117条 旅客は、第68条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運

賃の差額については、払戻しを請求することができない。

第２款 乗車券の無札及び無効

（乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受）

第118条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの普通旅客運

賃とその２倍に相当する額の増運賃とを併せて収受する。

(１) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。

(２) 第81条の規定により無効となる乗車券（偽造乗車券を含む。）で乗車したとき。

(３) 自動改札機又は係員による乗車券の改札を受けず入場し、又は集札を受けないで出場し

たとき。

(４) 乗車券改札の際にその呈示を拒み又は回収の際に引渡しをしないとき。

２ 前項の場合、旅客が第81条第１項第６号の規定により無効となる２以上の回数乗車券で乗車

したときは、使用した各乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車したもの

として計算した前項の規定により旅客運賃及び増運賃を当該旅客から収受する。

３ 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、次項に該当す

るときを除き、その全乗車人員について計算した第１項の規定による旅客運賃及び増運賃を、

その団体申込者から収受する。

４ 団体旅客が、その乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人

を乗車させたときは、第81条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申

込者から第１項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

（定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受）

第119条 第82条第１項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその２倍に相当す

る額の増運賃とを併せて収受する。

(１) 第82条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当する場合は、その定期乗車券の効

力の発生した日（同項第５号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に

近い日）から、同項第７号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第８号に該

当する場合は発売の日から、同項第９号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日から、

それぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区

間（同項第５号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とをあわ

せた区間）を毎日１往復（又は２回ずつ）乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
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(２) 第82条第１項第６号に該当する場合であって、回数乗車券を使用したときは、定期乗車

券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、往復乗車した

ものとして計算した普通旅客運賃。

(３) 第82条第１項第６号に該当する場合であって、普通乗車券を使用したとき及び同項第10

号から第12号までのいずれかに該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃。

（乗車駅が不明の場合の旅客運賃・増運賃の計算方）

第120条 第118条第１項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗

車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅（接続列車のある場合でその接続列車に乗車した

ことが明らかなときは、その接続列車の出発駅）から乗車したとみなして同条の規定を適用す

る。

第３款 乗車券類の紛失

（乗車券紛失の場合の取扱方）

第121条 旅客が旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定すること

ができないときは、既に乗車した区間については、第118条又は前条の規定による旅客運賃・

増運賃を、前途の乗車区間については普通旅客運賃を収受し、また係員がその事実を認定する

ことができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。

２ 前項の場合旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。た

だし、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。

３ 第１項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に乗車券（定期乗車券及び回数乗車券を除

く。）を紛失した場合に準用する。

（再収受した旅客運賃の払戻し）

第122条 前条の規定によって普通旅客運賃、増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券を発見

した場合は、その乗車券と再収受証明書とをもより駅に差出して、発見した乗車券１枚につき

手数料170円を支払い、その旅客運賃について払戻しの請求をすることができる。ただし、普

通旅客運賃、増運賃を支払った日の翌日から起算して１箇年を経過したときは、これを請求す

ることができない。

（団体乗車券及び貸切乗車券紛失の場合の取扱方）

第123条 旅客が団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定す

ることができるときは、第121条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで、相当の

団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにお

いて、当該乗車券について既にその旅客運賃の払戻しをしている場合を除く。

第４款 任意による旅行の取りやめ

（旅行開始前の旅客運賃の払戻し）

第124条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が未使用

で、かつ有効期間内（前売りの乗車券については、有効期間の開始日前を含む。）であるとき

に限って、これを駅に差出して既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。この

場合、旅客は、手数料として、乗車券１枚につき170円を支払うものとする。

２ 前項の規定により払戻しの請求をした乗車券が、往復乗車を条件として発売した割引乗車券

であって往片等その一部を使用している場合の払戻し額は、同項の規定にかかわらず既に収受

した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に関する無割引きの普通旅客運賃を差

引いた残額とする。

（使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃の払戻し）

第125条 前条の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券、使用開始前の回数乗車券について

準用する。ただしこの場合、旅客は手数料として、乗車券１枚（冊）について220円を支払う

ものとする。

（旅行開始前の団体旅客運賃及び貸切旅客運賃の払戻し）

第126条 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発

時刻前までにこれを発行駅に差出したときに限って、既に支払った団体旅客運賃又は貸切旅客

運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として乗車券１枚につき220

円を支払うものとする。
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２ 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した

人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃を払戻すことがある。

（旅行開始後の旅客運賃の払戻し）

第127条 旅客が、普通乗車券を使用して旅行開始した後、旅行を中止した場合は、前途の区間

を無効として回収し、旅客運賃の払戻しをしない。

２ 往復乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず第124条の規定を適用する。

（不乗区間に対する旅客運賃の払戻しをしない場合）

第128条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間については、旅客運賃の払戻しを請求することが

できない。

(１) 第75条の規定により継続乗車中に旅行を中止した場合の不乗区間

(２) 第68条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を

開始した場合の不乗区間

（定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻し）

第129条 旅客は、定期乗車券を使用開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効

期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経

過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合

旅客は手数料として乗車券１枚につき220円を支払うものとする。

２ 前項の計算については、払戻し請求当日は、経過日数に算入し、また、１箇月未満の経過日

数は、１箇月として計算する。

３ 第１項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。

(１) 使用経過月数が１箇月又は３箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃

(２) 使用経過月数が２箇月のときは、１箇月に相当する定期旅客運賃の２倍の額

(３) 使用経過月数が４箇月のときは、３箇月と１箇月に相当する定期旅客運賃の合算額

(４) 使用経過月数が５箇月のときは、３箇月と１箇月の２倍に相当する定期旅客運賃の合算

額

（回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻し）

第130条 旅客は、回数乗車券を使用開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となった場

合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った回数旅客運賃か

ら券面区間に対する、所定の片道普通旅客運賃に使用券片数（総券片数から旅客が提出した券

片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。）を乗じて算出した旅客運賃を差し引いた残額の

払戻しを請求することができる。

２ 前項の規定により旅客が払戻しの請求をする場合に、原回数乗車券が割引のもの（第34条に

規定する通学用割引回数乗車券を除く。）であるときは原回数乗車券に適用した割引率による

割引の片道旅客運賃によって計算する。

３ 前２項の払戻しを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として220円

を支払うものとする。

４ 旅客の責任とならない事由によって回数乗車券の一部を使用することができなくなった場

合の払戻しについては、別に定める。

（旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払戻し）

第131条 旅客は、旅行開始後、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、その所持

する乗車券が有効期間内であるときは、１回に限って乗車券を預けた日から有効期間を延長す

る事由がなくなった日の前日までの日数（30日を限度とする。）について乗車券の有効期間の

延長を請求し、又は既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた

残額の払戻しをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払戻しを受ける旅

客は、手数料として、乗車券１枚につき170円を支払うものとする。

(１) 傷い（・）疾病によって旅行を中止したとき。

(２) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によって、旅行を中止した

とき。

２ 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についてもこれを準用する。

３ 定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前２項の請求をす
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ることができない。

４ 旅客は、第１項及び第２項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとす

る場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を

再び開始する際、乗車券に有効期間の延長の証明を受けたうえ、これを受けるものとする。こ

の場合、旅客が第１項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再

び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

（傷い（・）疾病の場合の証明）

第132条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃の払戻しを請求する場合は、

その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明す

るに足りるものを呈示する。

（旅客運賃の払戻しの特例）

第133条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、

旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合は、手数料を170円収受して旅客運賃の

払戻しの取扱いをする。

第５款 運行不能及び遅延

（列車の運行不能、遅延等の場合の取扱方）

第134条 旅客は、旅行開始後、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、当該各

号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券を使用

する旅客は、他経路乗車の取扱いに限って、また回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び

他経路乗車の取扱いに限って、これを請求することができる。

(１) 列車が運行不能になったとき。

ア 次条に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払戻し

イ 第136条に規定する有効期間の延長

ウ 第137条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払戻し

エ 第138条に規定する他経路乗車

(２) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって乗車することができないとき。

ア 次条に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払戻し

イ 第136条に規定する有効期間の延長

ウ 第137条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払戻し

２ 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券

（定期乗車券及び回数乗車券を除く。）が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内（前

売り乗車券については、有効開始前を含む。）であるときに限って、これを駅に差し出して既

に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。

（旅行中止による旅客運賃の払戻し）

第135条 前条第１項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、旅行中止駅から原乗車券に表

示されている着駅までの区間に対する旅客運賃の払戻しをする。この場合、原乗車券が割引乗

車券であるときは、旅行中止駅から原乗車券に表示されている着駅までの区間に対する旅客運

賃を、割引の運賃によって払戻しをする。

（乗車券の有効期間延長の取扱方）

第136条 第134条第１項の規定による乗車券の有効期間の延長の取扱いは、次の各号の定めると

ころによる。

(１) 旅客は、乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合、あらかじめ関係の駅に申し

出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、

この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とする。

ア 第134条第１項第１号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後５日以内に

おいて旅行を再び開始する日の前日までの日数

イ 第134条第１項第２号に定める事由の場合は、１日

(２) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受

取るものとする。

(３) 旅客が第１号の規定により、延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再
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び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

（無賃送還の取扱方）

第137条 第134条第１項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによ

る。

(１) 無賃送還は、その事実が発生した際、使用していた乗車券の券片に表示された発駅まで

とする。

(２) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。

(３) 無賃送還は、乗車券面に表示された経路による。ただし、やむを得ない事由によって乗

車券面に表示された経路によって無賃送還を行うことができないときは、他経路による。

(４) 無賃送還中は途中下車の取扱いをしない。

(５) 旅客が第２号及び第３号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

２ 前項の無賃送還を行った場合は、次の各号の定めによって旅客運賃の払戻しをする。ただし、

回数乗車券を使用する旅客については、払戻しの取扱いをしない。

(１) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額。

(２) 旅客の請求によって、乗車券面に表示されている発駅に至る途中駅まで送還したときは、

第135条の規定を準用する。この場合、同条中「旅行中止駅」とあるのは、「途中駅」と読

み替える。

３ 第１項の無賃送還を行った場合、回数乗車券を使用する場合は、当該券片をその後１回に限

り、その券面表示事項に従って使用することができる。

（他経路乗車の取扱方）

第138条 第134条第１項の規定による他経路乗車の取扱いの場合、旅客はその乗車券に表示され

た着駅と同一目的地に至る他の最短による乗車をすることができる。ただし、他の経路による

乗車中に途中下車をすることはできない。

２ 前項の取扱いをする場合は過剰額の払戻し及び不足額の収受をしない。

（旅客運賃の払戻し駅）

第139条 第135条及び第137条の規定により、旅客運賃の払戻しを受けようとする旅客は、次の

各号に定める駅で旅客運賃の払戻しの請求をしなければならない。

(１) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅

(２) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅

（運行休止の場合の有効期間の延長又は旅客運賃の払戻し）

第140条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車が運行休止のため、引き続き５日

以上その乗車券を使用できなくなった場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効

期間延長を請求し、又は次の定める金額の払戻しを請求することができる。

(１) 定期乗車券

使用しない区間（２区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。）の原定期乗車

券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数（第30条第２項の規定によりは

（・）数となる日数を付加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数）で除し、

その１円未満のは（・）数を１円単位に切り上げた日割額に休止日数を乗じは（・）数計算

した額。

ア 有効期間が１箇月のものにあっては 30日

イ 有効期間が３箇月のものにあっては 90日

ウ 有効期間が６箇月のものにあっては 180日

(２) 回数乗車券

回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては（・）数計算した額。

第６款 誤乗及び誤購入

（誤乗区間の無賃送還）

第141条 旅客（定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。）が乗車券面に表示された

区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効

期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について無賃送還の取扱いを

する。
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２ 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。

（誤乗区間の無賃送還の取扱方）

第142条 前条の規定による無賃送還中は途中下車の取扱いをしない。

２ 旅客が無賃送還中途中下車したときは、誤って乗車した区間及び既に送還した区間に対して、

それぞれ普通旅客運賃を収受する。

（乗車券の誤購入の場合の取扱方）

第143条 旅客が誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入の事

由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、

正当な乗車券に変更の取扱いをする。

２ 前項の場合は、既に収受した旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。

第８章 入場券

（入場券の発売）

第144条 次の各号に掲げる者が乗車以外の目的で入場しようとする場合は、入場券を購入し、

これを所持しなければならない。この場合入場者の年齢別の区分については、第47条第１項の

規定を準用する。

(１) 大人

(２) 小児（大人及び小児が２人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については

小児とみなす。）

２ 入場券は、駅において券売機又は係員が窓口処理機により発売する。

３ 入場券は、入場する日の当日に発売する。

（入場券の料金）

第145条 入場券の料金は１枚につき大人170円、小児90円とする。

（入場券の効力）

第146条 入場券は、発売駅で発売当日中に１人１回に限って使用することができる。

２ 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。

（入場券が無効となる場合）

第147条 入場券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。

(１) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。

(２) 発売駅以外の駅で使用したとき。

(３) 大人が小児の入場券を使用したとき。

(４) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。

２ 前項の規定は、偽造の入場券を使用して、入場した場合に準用する。

（入場券の様式）

第148条 入場券の様式は、様式第15号のとおりとする。

（入場券の改札及び引渡し）

第149条 入場券は、入場の際に自動改札機又は係員に呈示して改札を受けるものとする。

２ 入場券は、その使用を終えたときは、自動改札機による集札又は係員に引き渡すものとする。

その効力を失った場合もまた同じ。

（無札入場者）

第150条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合又は第147条第１項の規

定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第145条の規定による入場料金

を収受する。

２ 前項の規定は、第147条第２項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。

（入場料金の払戻し）

第151条 第６条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、入場料金の払戻し

を請求することができる。

２ 前項による場合のほか、入場料金の払戻しをしない。

第９章 手回り品

（持込禁制品）

第152条 旅客は、次の各号のいずれかに該当するものは、これを車内に持ち込むことができな
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い。

(１) 別表第４号に掲げるもの（以下「危険品」という。）及び他の旅客に危害を及ぼすおそ

れのあるもの。

(２) 刃物（他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。）

(３) 暖炉及びこん炉（乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。）

(４) 死体

(５) 動物（少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの又は次条第３項

に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は同条第４項に規定する小動物を除く。）

(６) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの。

(７) 車両を破損するおそれがあるもの。

（注）別表第４号に定める適用除外の物品及び第３号に定める適用除外の物品は、不注意等によ

り内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。

（旅客の手回り品）

第153条 旅客は、列車の状況により運輸上支障を生じるおそれがないと認められるときに限り、

最大の３辺の和が250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを２

個まで、携行して車内に持ち込むことができる。ただし、長さ２メートルを超える物品は、車

内に持ち込むことができない。

２ 旅客は、前項に規定する制限を超えない自転車及びサーフボードについて、次の各号のいず

れかに該当する場合に限り、車内に持ち込むことができる。

(１) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であって、

折りたたんで専用の袋に収納したもの

(２) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの

３ 旅客は列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次

の各号のいずれかに該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。

(１) 身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号）第16条第１項に規定する認定を受けた身体

障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定

書を所持する場合に限る。

(２) 道路交通法（昭和35年法律105号）第14条第１項にいう政令で定める盲導犬。ただし、

盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。

４ 旅客は、子犬・猫・はと又はこれらに類する小動物（猛獣及びへび類を除く。）であって、

次の各号に該当するものは、無料で車内に持ち込むことができる。

(１) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメート

ル程度の容器に収納したもので、かつ他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれが

ないと認められるもの。

(２) 容器に収容した重量が10キログラム以内のもの。

（注）旅客が自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバック等は、

第１項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

（手回り品の点検）

第154条 旅客が手回り品中に危険品又は第152条ただし書第２号の規定による物品を収納して

いる疑いがあるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することができる。

２ 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客に対しては、前

途の乗車を拒否することができる。

（持込禁制品又は制限外手回り品を持込んだ場合の処置）

第155条 旅客が第152条の規定による車内に持ち込むことができない物品又は第153条の規定に

よる持込制限を超える物品を車内に持ち込んだ場合は、その旅客を最近の駅に下車させ、かつ、

使用した乗車券は前途無効として回収する。

（持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置）

第156条 旅客が、第152条の規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準

用することがある。

（旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置）
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第157条 旅客運送の伴わない物品を手回り品のように装う等の手段により物品の無賃送還を図

った場合は直ちにこれを取りおろすものとする。

（手回り品の保管）

第158条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

附 則

この規則は、平成17年７月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成27年３月14日から施行する。

附 則

この規則は、平成27年７月１日から施行し、平成27年４月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成28年４月28日から施行する。

附 則

この規則は、2019年４月１日から施行する。

別表第１号（第52条関係）

大人普通旅客運賃

（平成26年４月１日）

キロ程
普通旅客運賃 ＩＣ普通旅客運賃

（10円単位運賃） （１円単位運賃）

１ 170 165

２ 170 165

３ 170 165

４ 210 206

５ 210 206

６ 250 247

７ 250 247

８ 290 288

９ 290 288

10 330 329

11 330 329

12 370 370

13 370 370

14 420 411

15 420 411

16 470 463

17 470 463

18 470 463

19 520 515

20 520 515

21 520 515

22 570 565

23 570 565

24 570 565

25 620 617

26 620 617
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27 620 617

28 670 669

29 670 669

30 670 669

31 720 720

32 720 720

33 720 720

34 780 772

35 780 772

36 780 772

37 830 822

38 830 822

39 830 822

40 880 874

41 880 874

42 880 874

43 930 926

44 930 926

45 930 926

46 980 977

47 980 977

48 980 977

49 1,030 1,029

50 1,030 1,029

51 1,030 1,029

52 1,080 1,080

53 1,080 1,080

54 1,080 1,080

55 1,140 1,131

56 1,140 1,131

57 1,140 1,131

58 1,190 1,183

59 1,190 1,183

別表第２号（第55条関係）

大人通勤定期旅客運賃

（平成26年４月１日）

キロ程 通勤１ 通勤３ 通勤６

１ 5,910 16,850 31,920

２ 5,910 16,850 31,920

３ 5,910 16,850 31,920

４ 7,390 21,070 39,910

５ 7,390 21,070 39,910

６ 8,870 25,280 47,900

７ 8,870 25,280 47,900

８ 10,350 29,500 55,890

９ 10,350 29,500 55,890
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10 11,830 33,720 63,890

11 11,830 33,720 63,890

12 13,310 37,940 71,880

13 13,310 37,940 71,880

14 14,790 42,160 79,870

15 14,790 42,160 79,870

16 16,640 47,430 89,860

17 16,640 47,430 89,860

18 16,640 47,430 89,860

19 18,480 52,670 99,800

20 18,480 52,670 99,800

21 18,480 52,670 99,800

22 20,330 57,950 109,790

23 20,330 57,950 109,790

24 20,330 57,950 109,790

25 22,180 63,220 119,780

26 22,180 63,220 119,780

27 22,180 63,220 119,780

28 24,030 68,490 129,770

29 24,030 68,490 129,770

30 24,030 68,490 129,770

31 25,880 73,760 139,760

32 25,880 73,760 139,760

33 25,880 73,760 139,760

34 27,730 79,040 149,750

35 27,730 79,040 149,750

36 27,730 79,040 149,750

37 29,570 84,280 159,680

38 29,570 84,280 159,680

39 29,570 84,280 159,680

40 31,420 89,550 169,670

41 31,420 89,550 169,670

42 31,420 89,550 169,670

43 33,270 94,820 179,660

44 33,270 94,820 179,660

45 33,270 94,820 179,660

46 35,120 100,100 189,650

47 35,120 100,100 189,650

48 35,120 100,100 189,650

49 36,970 105,370 199,640

50 36,970 105,370 199,640

51 36,970 105,370 199,640

52 38,820 110,640 209,630

53 38,820 110,640 209,630

54 38,820 110,640 209,630

55 40,660 115,890 219,570

56 40,660 115,890 219,570
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57 40,660 115,890 219,570

58 42,510 121,160 229,560

59 42,510 121,160 229,560

別表第３号（第55条関係）

大人通学定期旅客運賃

（平成26年４月１日）

キロ程 通学１ 通学３ 通学６

１ 3,940 11,230 21,280

２ 3,940 11,230 21,280

３ 3,940 11,230 21,280

４ 4,930 14,060 26,630

５ 4,930 14,060 26,630

６ 5,910 16,850 31,920

７ 5,910 16,850 31,920

８ 6,900 19,670 37,260

９ 6,900 19,670 37,260

10 7,890 22,490 42,610

11 7,890 22,490 42,610

12 8,870 25,280 47,900

13 8,870 25,280 47,900

14 9,850 28,080 53,190

15 9,850 28,080 53,190

16 11,090 31,610 59,890

17 11,090 31,610 59,890

18 11,090 31,610 59,890

19 12,320 35,120 66,530

20 12,320 35,120 66,530

21 12,320 35,120 66,530

22 13,550 38,620 73,170

23 13,550 38,620 73,170

24 13,550 38,620 73,170

25 14,780 42,130 79,820

26 14,780 42,130 79,820

27 14,780 42,130 79,820

28 16,020 45,660 86,510

29 16,020 45,660 86,510

30 16,020 45,660 86,510

31 17,250 49,170 93,150

32 17,250 49,170 93,150

33 17,250 49,170 93,150

34 18,480 52,670 99,800

35 18,480 52,670 99,800

36 18,480 52,670 99,800

37 19,720 56,210 106,490

38 19,720 56,210 106,490

39 19,720 56,210 106,490
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40 20,950 59,710 113,130

41 20,950 59,710 113,130

42 20,950 59,710 113,130

43 22,180 63,220 119,780

44 22,180 63,220 119,780

45 22,180 63,220 119,780

46 23,410 66,720 126,420

47 23,410 66,720 126,420

48 23,410 66,720 126,420

49 24,640 70,230 133,060

50 24,640 70,230 133,060

51 24,640 70,230 133,060

52 25,870 73,730 139,700

53 25,870 73,730 139,700

54 25,870 73,730 139,700

55 27,100 77,240 146,340

56 27,100 77,240 146,340

57 27,100 77,240 146,340

58 28,340 80,770 153,040

59 28,340 80,770 153,040

別表第４号（第152条関係）

危険品

番号
危険品の品目 適用除外の品目

品目

１ 火薬類 (１) 火薬 次の各号に掲げる物品は、手回り品と

して車内に持ち込むことができる。

イ 黒色火薬その他硝酸

塩を主とする火薬

(１) 銃用火薬で、容器、荷造ともの重

量が１キログラム以内のもの。

ロ 無煙火薬その他硝酸

エステルを主とする火

薬

(２) 振動、衝撃等によって発火するお

それのない容器に収納した銃用雷管

又は銃用雷管付薬きょうで400個以内

のもの。

ハ 過塩素酸塩を主とす

る火薬

(３) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又

は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃

等によって発火するおそれのない容

器に収納した200個以内のもの。

(２) 爆薬

イ 雷こうその他の起爆

薬

ロ 硝安爆薬

ハ 塩素酸カリ爆薬

ニ カーリット

ホ その他の硝酸塩、塩素

酸塩又は過塩素酸塩を

主とする爆薬

ヘ 硝酸エステル

ト ダイナマイト類

チ ニトロ化合物とこれ

を主とする爆薬



29/32

(３) 火工品

雷管、実包、空包、信管、

火管、導爆線、雷管又は火

管付薬きょう、火薬又は爆

薬を装てんした弾丸類、星

火を発する榴弾、救命索発

射器用ロケットその他の

火工品

２ 高圧ガ

ス

(１) 圧縮ガス 次の各号に掲げる物品は、手回り品と

して車内に持ち込むことができる。ただ

し、中身が漏れることを防ぐための適当

な方法で保護してあるものに限る。

アセチレンガス、天然ガ

ス、水素ガス、硫化水素ガ

ス、一酸化炭素ガス、石炭

ガス、水性ガス、空気ガス、

アンモニアガス、塩素ガ

ス、酸素ガス、窒素ガス、

炭酸ガス（二酸化炭素）、

亜酸化窒素ガス（笑気ガ

ス）、ホスゲンガス、オゾ

ン、ヘリウム、アルゴン、

ネオンガス、その他の圧縮

ガス及びその製品

(１) 医療用又は携帯用酸素容器に封

入した酸素ガスで２本以内のもの。

(２) 液化ガス (２) 消火器内に封入した炭酸ガスで

２本以内のもの。

液体空気、液体窒素、液

体酸素、液体アンモニア、

液体塩素、液体プロパン、

液体炭酸、液体亜硫酸、フ

レオン12、フレオン22、液

化シアン水素（液体青酸）、

塩化エチル、塩化メチル

（メチルクロライド）、液

化酸化エチレン、塩化ビニ

ルモノマ、酸化メタン、そ

の他の液化ガス及びその

製品

(３) 日常の用途に使用する小売店等

で通常購入可能な高圧ガスを含む製

品で、２リットル以内のもの又は容

器・荷造ともの重量が２キログラム以

内のもの。

３ マッチ

と軽火

工品

(１) マッチ 次の各号に掲げる物品は、手回り品と

して車内に持ち込むことができる。

安全マッチ、硫化リンマ

ッチ、黄リンマッチ

(１) 安全マッチで、容器、荷造ともの

重量が３キログラム以内のもの。

(２) 軽火工品 (２) 導火線又は電気導火線で、容器、

荷造ともの重量が３キログラム以内

のもの。

導火線、電気導火線、信

号えん管、信号火せん、発

煙信号かん（発煙筒を含

む。）、発煙剤、煙火、が

(３) がん具煙火、競技用紙雷管及びそ

の他のがん具用軽火工品で容器、荷造

ともの重量が１キログラム以内のも

の。
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ん具煙火、競技用紙雷管

（大形紙雷管を含む）、が

ん具用軽火工品、始動薬、

冷始動薬（始動栓、発火薬

又は着火器ともいう）、冷

始動発熱筒、始発筒、その

他の軽火工品

(４) 信号えん管及び信号火せんで実

重量が500グラム以内のもの。

(５) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒

及び始発筒で、容器、荷造ともの重量

が３キログラム以内のもの。

４ 油紙、油

布類

(１) 油紙、油布とその製品 容器、荷造ともの重量が５キログラム

以内のものは、手回り品として車内に持

ち込むことができる。(２) 擬ウールじゅうとそ

の製品

(３) 動植物油脂ろうを含

有するその他の動植物性

繊維

５ 可燃性

液体

(１) 鉱油原油、揮発油、ソ

ルベントナフタ、コールタ

ール軽油、ベンゼン（ベン

ゾール）、トルエン（トリ

オール）、キシレン（キシ

ロール又はザイロール）、

メタノール（メチルアルコ

ール又は木精）、アルコー

ル（変性アルコールを含

む。）アセトン、二硫化炭

素、酢酸ビニルモノマ、エ

ーテル、コロジオン、クロ

ロシラン、アセトアルデヒ

ド、パラアルデヒド、ジエ

チルアルミニウム、モノク

ロライド、モノメチルアミ

ン、トリメチルアミンの水

溶液、ジメチルアミン、ピ

リジン、酢酸アルミ、酢酸

エチル、酢酸メチル、蟻酸

エチルプロピルアルコー

ル、ビニルメチルエーテ

ル、臭化エチル（エチルプ

ロマイド）、酢酸ブチル、

アルミアルコール、ブタノ

ール（プチルアルコール）、

フーゼル油、松根油、テレ

ビン油（松精油）、灯油（石

油）、軽油（ガス油）、重

油（バンカー油、ディーゼ

ル重油）、その他の可燃性

液体及びその製品（ペンキ

等）

日常の用途に使用する小売店等で通

常購入可能な可燃性液体を含む製品（揮

発油等の可燃性液体そのものは除く。）

で、２リットル以内のもの又は容器・荷

造ともの重量が２キログラム以内のも

のは、手回り品として車内に持ち込むこ

とができる。ただし、中身が漏れること

を防ぐための適当な方法で保護してあ

るものに限る。

(２) ニトロベンゼン（ニト

ロベンゾール）
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(３) ニトロトルエン（ニト

ロトルオール）

６ 可燃性

固体

金属カリウム、金属ナトリ

ウム（金属ソーダ）、カリウ

ムアマルガム、ナトリウムア

マルガム、マグネシウム（粉

状、箔状又はひも状のものに

限る）、アルミニウム粉、黄

リン、硫化リン、ニトロセル

ローズ、硝石（硝酸カリウ

ム）、硝酸アンモニウム（硝

酸アンモン又は硝安）、ピク

リン酸、ジニトロベンゼン、

ジニトロナフタリン、ジニト

ロトルエン、ジニトロフェノ

ールその他の可燃性固体及

びその製品

日常の用途に使用する小売店等で通

常購入可能な可燃性固体を含む製品で、

容器・荷造ともの重量が２キログラム以

内のものは、手回り品として車内に持ち

込むことができる。

７ 吸湿性

熱物

ハイドロサルハイト、生石

灰（酸化カルシウム）、低温

焼成ドロマイト、リン化カル

シウム、カーバイド（炭化カ

ルシウム）

乾燥した状態のカーバイドで、破損す

るおそれのない容器に密閉した一個の

重量が20キログラム以内のものは、手回

り品として車内に持ち込むことができ

る。

８ 酸類 (１) 強酸類 次の各号に掲げる物品は、手回り品と

して車内に持ち込むことができる。

硝酸、硫酸、塩酸、塩化

スルホン（塩化スルフリル

を含む）、沸化水素酸

(１) 酸類で、密閉した容器に収納し、

かつ、破損するおそれのないよう荷造

した0.5リットル以内のもの。

(２) 薬液を入れた鉛蓄電

池

(２) 薬液を入れた鉛蓄電池で堅固な

木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出

しないように荷造したもの。

９ 酸化腐

しょく

剤

塩素酸カリウム、塩素酸バ

リウム（塩酸バリウム）、塩

素酸ナトリウム（塩素酸ソー

ダ）、過塩素酸アンモニウム

（過塩素酸アンモン）、塩化

リン、過酸化ナトリウム（過

酸化ソーダ）、過酸化バリウ

ム、晒粉、臭素（プロム）、

塩素酸カルシウム、塩素酸

銅、塩素酸ストロンチウム、

過塩素酸カリウム、過塩素酸

ナトリウム、過酸化亜鉛、過

酸化カルシウム、過酸化マグ

ネシウム、過酸化アンモニウ

ム、過硫酸アンモニウム、過

硫酸カリウム、過硫酸ナトリ

ウム、臭化ベンジル、青臭化

ベンジル、塩化アセトフェノ

ン（クロルアセトフェノン）、

次の各号に掲げる物品は、手回り品と

して車内に持ち込むことができる。

(１) 酸化腐しょく剤で、密閉した容器

に収納し、かつ、破損するおそれのな

いよう荷造した0.5リットル以内のも

の。

(２) 晒粉及び酸化腐しょく剤製品で、

容器、荷造ともの重量が３キログラム

以内のもの。
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ジニトロゾレゾルシン鉛、パ

ラトルオール、スルホクロリ

ット、四塩化チタン、三酸化

クローム（無水クロム酸）、

過酸化ベンゾイル、シリコン

ＡＣ87その他の酸化腐しょ

く剤及びその製品

10 揮散性

毒物

硫酸ジメチル（ジメチル硫

酸）、ノエロシリコン、塩化

硫黄、クロルビクリン、四エ

チル鉛、クロロホルム、ホル

マリン、メチルクロライド、

液体青酸その他の揮散性毒

物

次の各号に掲げる物品は、手回り品と

して車内に持込むことができる。

(１) クロロホルム、ホルマリン及び液

体青酸で、密閉した容器に収納し、か

つ、破損するおそれのないよう荷造し

た0.5リットル以内のもの。

(２) 揮散性毒物のうち試薬として用

いるもので、容器、荷造ともの重量が

３キログラム以内のもの。

11 放射性

物質

核燃料物質、放射性同位元

素（ラジオ・アイソトープ）

12 セルロ

イド類

セルロイド素地、セルロイ

ドくず、セルロイド製品及び

同半製品

日常の用途に使用する小売店等で通

常購入可能なセルロイド製品で実重量

が300グラム以内のものは、手回り品と

して車内に持ち込むことができる。

13 農薬 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホ

ルマリン剤、ジネブ剤、石灰

剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコ

チン剤、デリス剤、ＢＨＣ剤、

ＤＤＴ剤、アルカリ剤、鉱油

剤、クロールデン剤、燐剤、

浮塵子駆除油剤、ＤＮ剤、燻

蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着

剤

次の各号に掲げる物品は、手回り品と

して車内に持ち込むことができる。

(１) 農薬取締法（昭和23年法律第82

号）の適用を受けないもの

(２) 拡散用高圧容器に封入した農薬

で２本以内のもの

備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量はその内容物の

実重量を示すもので、容器、荷造等の重量は含まない。



表

1
2
.
8
㎝

被救護者旅客運賃割引証
契

第 号 指定番号

乗 車 船 区 間
駅から
駅まで 経由

乗 車 券 の 種 類
片道 被救護者

付 添 人
片道
往復往復

旅行証明書番号

被救護者の氏名
お よ び 年 齢 （ 才）
付 添 人 の 氏 名
お よ び 年 齢 （ 才）
割 引 率 ５割
有 効 期 限 年 月 日

年 月 日発行

施 設 の

所 在 地

施 設 名

代表者氏名

代表者

（発行駅） （乗車券番号） （発行年月日） 割引コード
救 添

（基本運賃） （発売運賃） （差額運賃） 31 33

9.1㎝

裏

（この割引証の使用上の注意）

(１) 旅客鉄道会社の指定した施設に保護され、又は救護される者が、片道ま

たは、往復の割引普通乗車券を購入する場合または被救護者がその付添人と

同時に乗車券を購入する場合に１回に限って使用することができます。

(２) この割引証は、旅行開始前に限って使用できます。

(３) この割引証の記入事項（太枠内を除く。）は、発行者において記入（乗

車券の種類は、該当のものを○で囲む。）し、または押印していないもの

は、使用できません。

(４) この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の認印

のないものは、使用できません。

(５) この割引証は、記名人に限って使用できます。ただし、記名人であって

も使用資格を失った後は、使用できません。

(６) この割引証によって購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以

外の者は、使用できません。

(７) この割引証によって購入した割引普通乗車券は、所定の旅行証明書を携

行ないときは、使用できません。また、旅行証明書は、係員の請求があると

きは提示してください。

(８) この割引証の有効期限は、表記の有効期限まで（１箇月間）です。



縦21.0cm 横14.8cm

備考 必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。



1
8
.
2
㎝

契印

№ 通 学 証 明 書

学 校 種 別
または指定番号

区 分

通学者の氏名・
年令および性別 （ 才）

男
女

通学者の居住地 電話（ ）
部科および学年 部 科 学年（年次）
証 明 書 番 号
通 学 区 間 駅 駅間 経由
通学定期乗車券の有効期間 箇月
※通学定期乗車券の使用開始日 年 月 日 から

証

明

年 月 日発行

学校所在地

学 校 名

学校代表者氏名

代表者

職 印

１ この証明書の有効期間は、発行の日から１箇月間です。

２ この証明書のうち、※印の欄以外の記入事項は、発行者が記入（性別は、

該当のものを○で囲む）してください。

３ この証明書のうち※印の欄は、通学者が記入してください。

４ この証明書に記入した事項を訂正した場合は、※印欄の記入事項について

は通学者の認印、その他の記入事項については代表者の職印のないものは使

用できません。

下欄には、記入しないでください。

年 月 日まで

（発行駅） （乗車券番号） （発行年月日）

（基本運賃） （発行運賃） （差額運賃）

12.5㎝ （裏無地）



(１) 放送大学学生用

表 裏

契
印 （この学割証の使用上の注意）

(１) 通学用割引回数乗車券を１人１回に限
って購入できます。

(２) 発行者において記入し、押印していな
いものは、使用できません。また、記入す
る事項を訂正したときは、その個所に発行
者の職印がないものは、使用できません。

(３) この割引証は、記名人に限って使用で
きます。但し、記名人であっても使用資格
を失った後は、使用できません。

(４) この割引証によって購入した通学用割
引回数乗車券は、この割引証の記名人以外
の者は使用できません。

(５) この割引証によって購入した通学用割
引回数乗車券は、学生証を携帯しないとき
は使用できません。また、学生証は係員の
請求があるときは、呈示してください。

放送大学学生旅客運賃割引証

第 号

利用運輸機関名

乗 車 区 間 駅から
駅まで

経由

乗車券の種類 回数券

部科及び学年 教養学部第 学年（年次）

学 生 証 番 号

使用者の氏名
及 び 年 齢 （ 歳）

割 引 率 ２割

有 効 期 間 学割証発行日から１ヶ月

年 月 日発行

学校所在地

学 校 名

学校代表者

氏 名
印

（発行駅） （乗車券番号） （発行年月日） （備考）

（基本運賃） （発行運賃） （差額運賃）

(２) 通信教育学校生徒用

表 裏

契
印

（この割引証の使用上の注意）

(１) 旅客鉄道会社の指定学校のうち通信教育によ
る学校の学生又は生徒が、片道の営業キロが100キ
ロメートルを超える区間を旅行する場合は、割引
普通乗車券を１人一回に限って購入できます。

(２) この割引証は、旅行開始前に限って使用でき
ます。

(３) ※印の欄は、使用者がインキで記入（乗車券
の種類は、該当のものを○で囲む。）してくださ
い。

(４) ※印の欄以外の事項（太わく内を除く。）は、
発行者において記入し、又は押印していないもの
は、使用できません。

(５) 発行者の記入する事項を訂正したときは、そ
の個所に発行者の職印、使用者の記入する事項を
訂正したときは、その個所に使用者の認印がない
ものは、使用できません。

(６) この割引証は、記名人に限って使用できま
す。但し、記名人であっても使用資格を失った後
は、使用できません。

(７) この割引証によって購入した割引普通乗車券
は、この割引証の記名人以外の者は、使用できま
せん。

(８) この割引証によって購入した割引普通乗車券
は、所定の証明書を携帯しないときは、使用でき
ません。又、証明書は、係員の請求があるとき
は、呈示してください。

(９) この割引証の有効期間は、表記の期間（面接
授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の５
日後まで）です。

学校学生生徒旅客運賃割引証
（通信教育学校用）

第 号

※乗車船区間 駅から
駅まで

経由

※乗車券の種類 片道 往復 連続 周遊

部科及び学年 第 学年（年次）

証 明 書 番 号

使用者の氏名
及 び 年 齢 （ 才）

割 引 率 旅客鉄道会社線 ５割

有 効 期 間 年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日発行

学校所在地

学 校 名

学校代表者

氏 名

代表者

職 印

（発行駅） （乗車券番号） （発行年月日） 割引コード

（基本運賃） （発行運賃） （差額運賃） 41



2
5
.
7
㎝

団 体 旅 客 運 送 申 込 書

首都圏新都市鉄道株式会社 御中

団 体 申 込 者 住 所 氏 名 電話（ ） ○印

団体旅行業者住所氏名 電話（ ） ○印

下記の行程により団体旅客運送の申込をいたします。

団
体
名

種 別

普
通
学
生

申込箇所

申込年月日 年 月 日

団 体 乗 車 券

購入希望箇所

申 込 人 員
大 人 小 児 教職員 付添人 旅行業者 計

人 人 人 人 人 人

途中下車駅

記 事

輸送希望列車時刻 ※輸送決定列車時刻

月日 区 間 列車 発時刻 着時刻 月日 区 間 列車 発時刻 着時刻

― 時 分 時 分 ― 時 分 時 分

― ―

― ―

― ―

― ―

※ 受付 月 日 ※ 整理 月 日

（注意）１．※印の欄は、係員が記入します。

２．学生団体の場合の申込者は、教育長又は学校長（保育所等にあっ

ては代表者とする）とし、申込者名を記入のうえ職印を押して下さ

い。

３．学生団体以外の場合は、申込者の印を省略することができます。

18.2㎝



団 体 旅 客 運 送 引 受 書

引受番号第 号

年 月 日

様

首都圏新都市鉄道株式会社

月 日お申込みの団体旅客については、下記の条件によって運送のお引受

をいたします。

記

(１) 列車運行の都合等によって引受内容の一部を変更する場合があります。

(２) 天災事変その他運輸上の都合によって列車の運行が不能となった場合はこ

の引受を取消すことがあります。

(３) 乗車方法等については、当方の指示に従ってください。

(４) 全各号の外、旅客運送に関する諸規定を守る。

団体種別 団体名

申込人員 大人 人

小児 人

教職員 人

付添人 人

旅行業者 人

客車種別および車数

行 程

月 日 区 間 列 車 発時刻 着時刻 記 事

18.2㎝



(１) 一般用

表 裏

６
㎝

契印
（注意）

(１) この証明書は、通学定期乗車券または学生
割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず
携帯し、係員の請求があるときは、いつでも呈
示しなければならない。

(２) この証明書は、他人に貸与し、または譲渡
することはできない。

(３) この証明書を紛失したときは、直ちに、発
行者に届け出なければならない。

(４) この証明書は、新たな証明書の交付を受け
たときまたは卒業・退学等によって学籍を失っ
たときは、直ちに、発行者に返さなければなら
ない。

証 明 書 NO

下記の者は、当校

の学生（生徒）

であることを証明する。

所属 部（科）
学年第 学年（ 年度生）

氏名 （ 才）

生年月日 年 月 日生
住所

年 月 日発行
発行者

所在地
写 真 契印

学校名
代表者
氏 名

代表者

職 印

8.5㎝

(２) 通学定期乗車券購入兼用

表

６
㎝

契印 年 月 日まで有効 通学区間 間

証 明 書 NO
通学定期乗車券発行控

の学生（生徒）

であることを証明する。

所属 部（科）
学年第 学年（ 年度生）

氏名 （ 才）

発行年月日 有効期間 発行駅 記 事

箇月

箇月生年月日 年 月 日生
住所

年 月 日発行
発行者

所在地

箇月

箇月

写 真 契印 箇月

箇月
学校名
代表者
氏 名

代表者

職 印
箇月

箇月

17㎝

裏

通学定期乗車券発行控

（注意）

(１) この証明書は、通学定期乗車券または学生
割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず
携帯し、係員の請求があるときは、いつでも呈
示しなければならない。

(２) この証明書は、他人に貸与し、または譲渡
することはできない。

(３) この証明書を紛失したときは、直ちに、発
行者に届け出なければならない。

(４) この証明書は、新たな証明書の交付を受け
たときまたは卒業・退学等によって学籍を失っ
たときは、直ちに、発行者に返さなければなら
ない。

発行年月日 有効期間 発行駅 記 事

箇月

箇月

箇月

箇月

箇月

箇月

箇月

箇月

備考 (１) 内には学校種別または指定番号を表示する。

(２) 割引定期乗車券を購入する場合の通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっ

ては、様式表上部に区分表示する。



契印

６
㎝

旅 行 証 明 書 №

下記の者は、当施設 の被救護者で下記区間を旅行することを証明す

る。

氏名 （ 才）

付添人氏名 （ 才）

乗 車 区 間 駅から

駅まで

年 月 日 発行

発行者

所在地

施設名
代表者

職 印

施設代表者氏名

8.5㎝

裏

（注意）

(１) この証明書は、被救護者（付添人）用割引普通乗車券によって乗車する

場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなけれ

ばならない。

(２) この証明書は、他人に貸与し、または譲渡することはできない。

(３) この証明書を紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならな

い。

(４) この証明書は、旅行を終了したときまたは有効期間を経過したときは、

直ちに発行者に返さなければならない。

(５) この証明書の有効期間は、発行の日から１箇月間とする。

備考 (１) 内には、指定番号を表示する。

(２) 乗車区間欄末尾のかっこ内は、片道または付添人だけ往復の別を表示する。





(１) 金額式

ア 自動券売機・窓口処理機用

大人・小児用



イ 乗継精算機用

大人・小児用

(２) 往復乗車券の様式

ア 自動券売機・窓口処理機用

大人・小児用



大人用・小児用（定期券印刷発行機用）

表

裏

定期乗車券使用上の注意

１．自動改札機のある駅では、自動改札機をご利用ください。（次回定期乗車券がご利用になれなくなる場合がございます。）

２．定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。通学定期乗車券使用の場合は、証明書等を携帯してください。

３．定期乗車券は、折り曲げたり磁気を帯びたものに近づけないようお願いします。

４．定期乗車券は入場券として使用できません。

５．正当に使用されなかった場合は定期乗車券を無効として回収し、その期間の全区間の普通旅客運賃と所定の増運賃をいただきます。

(１) 使用資格・氏名・年齢・乗車区間その他の事実を偽って購入して使用されたとき。

(２) 券面の表示事項をぬり消しまたは改変して使用されたとき。

(３) 記名人以外の方が使用されたとき。

(４) 区間の連続していない他の乗車券を併せて使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無札で乗車されたとき。

(５) 有効期間以外または有効区間以外に使用されたとき。

(６) その他正当に定期乗車券を使用されなかったとき。

６．不要になった場合は、所定の手数料を収受の上規定に基づき払い戻しをいたします。（払戻額がない場合もございます。）

７．本券（磁気式定期乗車券）を紛失した場合は再発行いたしません。

８．この他、定期乗車券の取扱いは、ご利用社局における旅客営業規則等の規程によります。



（自動券売機・窓口処理機用）

ア 普通回数乗車券（大人用・小児用）

イ 時差回数乗車券

ウ 土・休日割引回数乗車券








